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新  旧  対  照  表 

 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改  正  後 改  正  前 

（別冊） 

調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について 

 

 

第１章 （省 略） 

 

第２章 基本的な事務手続及び留意事項 

１ 調査と行政指導の区分の明示 

納税義務者等に対し調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、

書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれ

の行為を法令等に基づき適正に行う。 

（注）１ 調査とは、国税（法第 74条の２から法第 74条の６までに掲げる税

目に限る。）に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税

標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処

分を行う目的で当該職員が行う一連の行為（証拠資料の収集、要件事

実の認定、法令の解釈適用など）をいうことに留意する（「手続通達」

（平成 24年９月 12日付課総５－９ほか９課共同「国税通則法第７章

の２（国税の調査）等関係通達」（法令解釈通達）をいう。以下同じ。）

１－１）。 

２ 当該職員が行う行為であって、特定の納税義務者の課税標準等又は

税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当し

ないことに留意する（手続通達１－２）。 

２ 事前通知に関する手続 

（別冊） 

調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について 

 

 

第１章 （同 左） 

 

第２章 基本的な事務手続及び留意事項 

１ 調査と行政指導の区分の明示 

納税義務者等に対し調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、

書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれ

の行為を法令等に基づき適正に行う。 

（注）１ 調査とは、国税（法第 74条の２から法第 74条の６までに掲げる税

目に限る。）に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税

標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処

分を行う目的で当該職員が行う一連の行為（証拠資料の収集、要件事

実の認定、法令の解釈適用など）をいうことに留意する（「手続通達」

（平成 24年９月 12日付課総５－９ほか９課共同「国税通則法第７章

の２（国税の調査）関係通達」（法令解釈通達）をいう。以下同じ。）

１－１）。 

２ 当該職員が行う行為であって、特定の納税義務者の課税標準等又は

税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当し

ないことに留意する（手続通達１－２）。 

２ 事前通知に関する手続 
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（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改  正  後 改  正  前 

⑴ 事前通知の実施 

納税義務者に対し実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象と

なる納税義務者及び税務代理人の双方に対し、調査開始日前までに相当の時

間的余裕をおいて、電話等により、法第 74 条の９第１項に基づき、実地の

調査において質問検査等を行う旨、並びに同項各号及び国税通則法施行令第

30 条の４に規定する事項を事前通知する。 

この場合、事前通知に先立って、納税義務者及び税務代理人の都合を聴取

し、必要に応じて調査日程を調整の上、事前通知すべき調査開始日時を決定

することに留意する。 

なお、納税義務者に対して都合を聴取する際は、法第 65 条第５項に規定

する調査通知を併せて行う。 

おって、調査通知及び事前通知の実施に当たっては、通知事項が正確に伝

わるよう分かりやすく丁寧な通知を行うよう努める。 

（注）１ 納税義務者に税務代理人がある場合において、当該税務代理人が

提出した税務代理権限証書に、当該納税義務者への事前通知は当該

税務代理人に対して行われることについて同意する旨の記載があ

るときは、当該納税義務者への都合の聴取、調査通知及び事前通知

は、当該税務代理人に対して行えば足りることに留意する。 

２ 納税義務者に税務代理人が数人ある場合において、これらの税務

代理人が提出した税務代理権限証書において、代表する税務代理人

の定めがあるときは、これらの税務代理人への事前通知は、当該代

表する税務代理人に対して行えば足りるが、当該代表する税務代理

人以外のこれらの税務代理人（以下「他の税務代理人」という。）

⑴ 事前通知の実施 

納税義務者に対し実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象と

なる納税義務者及び税務代理人の双方に対し、調査開始日前までに相当の時

間的余裕をおいて、電話等により、法第 74 条の９第１項に基づき、実地の

調査において質問検査等を行う旨、並びに同項各号及び国税通則法施行令第

30条の４に規定する事項を事前通知する。 

この場合、事前通知に先立って、納税義務者及び税務代理人の都合を聴取

し、必要に応じて調査日程を調整の上、事前通知すべき調査開始日時を決定

することに留意する。 

なお、納税義務者に対して都合を聴取する際は、法第 65 条第５項に規定

する調査通知を併せて行う。 

おって、調査通知及び事前通知の実施に当たっては、通知事項が正確に伝

わるよう分かりやすく丁寧な通知を行うよう努める。 

（注）１ 納税義務者に税務代理人がある場合において、当該税務代理人が

提出した税務代理権限証書に、当該納税義務者への事前通知は当該

税務代理人に対して行われることについて同意する旨の記載があ

るときは、当該納税義務者への都合の聴取、調査通知及び事前通知

は、当該税務代理人に対して行えば足りることに留意する。 

２ 納税義務者に税務代理人が数人ある場合において、これらの税務

代理人が提出した税務代理権限証書において、代表する税務代理人

の定めがあるときは、これらの税務代理人への事前通知は、当該代

表する税務代理人に対して行えば足りるが、当該代表する税務代理

人以外のこれらの税務代理人（以下「他の税務代理人」という。）
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（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改  正  後 改  正  前 

への事前通知は行われないため、他の税務代理人へ通知事項を伝え

るよう当該代表する税務代理人に連絡することに留意する。 

３ 納税義務者に対して事前通知を行う場合であっても、納税義務者

から、事前通知の詳細は税務代理人を通じて通知して差し支えない

旨の申立てがあったときは、納税義務者には調査通知のみを行い、

その他の事前通知事項は税務代理人を通じて通知することとして

差し支えないことに留意する（手続通達８－１）。 

⑵ 調査開始日時等の変更の求めがあった場合の手続 

事前通知を行った後、納税義務者から、調査開始日前に、合理的な理由を

付して事前通知した調査開始日時又は調査開始場所の変更の求めがあった

場合には、個々の事案における事実関係に即して、納税義務者の私的利益と

実地の調査の適正かつ円滑な実施の必要性という行政目的とを比較衡量の

上、変更の適否を適切に判断する（手続通達５－６）。 

（注） 税務代理人の事情により、調査開始日時又は調査開始場所を変更す

る求めがあった場合についても同様に取り扱うことに留意する（手続

通達８－２）。 

⑶ 事前通知を行わない場合の手続 

実地の調査を行う場合において、納税義務者の申告若しくは過去の調査結

果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁、国税局又は税務

署がその時点で保有する情報に鑑み、 

① 違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を

困難にするおそれ 

② その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ 

への事前通知は行われないため、他の税務代理人へ通知事項を伝え

るよう当該代表する税務代理人に連絡することに留意する。 

３ 納税義務者に対して事前通知を行う場合であっても、納税義務者

から、事前通知の詳細は税務代理人を通じて通知して差し支えない

旨の申立てがあったときは、納税義務者には調査通知のみを行い、

その他の事前通知事項は税務代理人を通じて通知することとして

差し支えないことに留意する（手続通達７－１）。 

⑵ 調査開始日時等の変更の求めがあった場合の手続 

事前通知を行った後、納税義務者から、調査開始日前に、合理的な理由を

付して事前通知した調査開始日時又は調査開始場所の変更の求めがあった

場合には、個々の事案における事実関係に即して、納税義務者の私的利益と

実地の調査の適正かつ円滑な実施の必要性という行政目的とを比較衡量の

上、変更の適否を適切に判断する（手続通達４－６）。 

（注） 税務代理人の事情により、調査開始日時又は調査開始場所を変更す

る求めがあった場合についても同様に取り扱うことに留意する（手続

通達７－２）。 

⑶ 事前通知を行わない場合の手続 

実地の調査を行う場合において、納税義務者の申告若しくは過去の調査結

果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁、国税局又は税務

署がその時点で保有する情報に鑑み、 

① 違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を

困難にするおそれ 

② その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ 
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（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改  正  後 改  正  前 

があると認める場合には、事前通知を行わないものとする。 

この場合、事前通知を行わないことについては、法令及び手続通達に基づ

き、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する（手続通達

５－７、５－８、５－９、５－10）。 

（注）１ 複数の納税義務者に対して同時に調査を行う場合においても、事

前通知を行わないことについては、個々の納税義務者ごとに判断す

ることに留意する。 

２ 事前通知を行うことなく実地の調査を実施する場合であっても、

調査の対象となる納税義務者に対し、臨場後速やかに、「調査を行

う旨」、「調査の目的」、「調査の対象となる税目」、「調査の対

象となる期間」、「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」、「調

査対象者の氏名又は名称及び住所又は居所」、「調査担当者の氏名

及び所属官署」を通知するとともに、それらの事項（調査の目的、

調査の対象となる税目、調査の対象となる期間等）以外の事項につ

いても、調査の途中で非違が疑われることとなった場合には、質問

検査等の対象となる旨を説明し、納税義務者の理解と協力を得て調

査を開始することに留意する。 

なお、税務代理人がある場合は、当該税務代理人に対しても、臨

場後速やかにこれらの事項を通知することに留意する。 

３ 調査時における手続 

⑴～⑷ （省 略） 

⑸ 提出を受けた帳簿書類等の留置き 

提出を受けた帳簿書類等の留置きは、 

があると認める場合には、事前通知を行わないものとする。 

この場合、事前通知を行わないことについては、法令及び手続通達に基づ

き、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する（手続通達

４－７、４－８、４－９、４－10）。 

（注）１ 複数の納税義務者に対して同時に調査を行う場合においても、事

前通知を行わないことについては、個々の納税義務者ごとに判断す

ることに留意する。 

２ 事前通知を行うことなく実地の調査を実施する場合であっても、

調査の対象となる納税義務者に対し、臨場後速やかに、「調査を行

う旨」、「調査の目的」、「調査の対象となる税目」、「調査の対

象となる期間」、「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」、「調

査対象者の氏名又は名称及び住所又は居所」、「調査担当者の氏名

及び所属官署」を通知するとともに、それらの事項（調査の目的、

調査の対象となる税目、調査の対象となる期間等）以外の事項につ

いても、調査の途中で非違が疑われることとなった場合には、質問

検査等の対象となる旨を説明し、納税義務者の理解と協力を得て調

査を開始することに留意する。 

なお、税務代理人がある場合は、当該税務代理人に対しても、臨

場後速やかにこれらの事項を通知することに留意する。 

３ 調査時における手続 

⑴～⑷ （同 左） 

⑸ 提出を受けた帳簿書類等の留置き 

提出を受けた帳簿書類等の留置きは、 
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（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改  正  後 改  正  前 

① 質問検査等の相手方となる者の事務所等で調査を行うスペースがなく

調査を効率的に行うことができない場合 

② 帳簿書類等の写しの作成が必要であるが調査先にコピー機がない場合 

③ 相当分量の帳簿書類等を検査する必要があるが、必ずしも質問検査等の

相手方となる者の事業所等において当該相手方となる者に相応の負担を

かけて説明等を求めなくとも、税務署や国税局内において当該帳簿書類等

に基づく一定の検査が可能であり、質問検査等の相手方となる者の負担や

迅速な調査の実施の観点から合理的であると認められる場合 

など、やむを得ず留め置く必要がある場合や、質問検査等の相手方となる者

の負担軽減の観点から留置きが合理的と認められる場合に、留め置く必要性

を説明し、帳簿書類等を提出した者の理解と協力の下、その承諾を得て実施

する。 

なお、帳簿書類等を留め置く際は、別途定める書面（以下「預り証」とい

う。）に当該帳簿書類等の名称など必要事項を記載した上で帳簿書類等を提

出した者に交付する。 

また、留め置いた帳簿書類等については、善良な管理者の注意をもって文

書及び個人情報の散逸、漏洩等の防止にも配意して管理する。 

おって、留め置く必要がなくなったときには、遅滞なく、交付した「預り

証」と引換えに留め置いた帳簿書類等を返還する。 

（注）１ 帳簿書類等を提出した者から留め置いた帳簿書類等の返還の求め

があったときは、特段の支障がない限り速やかに返還することに留

意する。 

引き続き留め置く必要があり、返還の求めに応じることができな

① 質問検査等の相手方となる者の事務所等で調査を行うスペースがなく

調査を効率的に行うことができない場合 

② 帳簿書類等の写しの作成が必要であるが調査先にコピー機がない場合 

③ 相当分量の帳簿書類等を検査する必要があるが、必ずしも質問検査等の

相手方となる者の事業所等において当該相手方となる者に相応の負担を

かけて説明等を求めなくとも、税務署や国税局内において当該帳簿書類等

に基づく一定の検査が可能であり、質問検査等の相手方となる者の負担や

迅速な調査の実施の観点から合理的であると認められる場合 

など、やむを得ず留め置く必要がある場合や、質問検査等の相手方となる者

の負担軽減の観点から留置きが合理的と認められる場合に、留め置く必要性

を説明し、帳簿書類等を提出した者の理解と協力の下、その承諾を得て実施

する。 

なお、帳簿書類等を留め置く際は、別途定める書面（以下「預り証」とい

う。）に当該帳簿書類等の名称など必要事項を記載した上で帳簿書類等を提

出した者に交付する。 

また、留め置いた帳簿書類等については、善良な管理者の注意をもって文

書及び個人情報の散逸、漏洩等の防止にも配意して管理する。 

おって、留め置く必要がなくなったときには、遅滞なく、交付した「預り

証」と引換えに留め置いた帳簿書類等を返還する。 

（注）１ 帳簿書類等を提出した者から留め置いた帳簿書類等の返還の求め

があったときは、特段の支障がない限り速やかに返還することに留

意する。 

引き続き留め置く必要があり、返還の求めに応じることができな
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（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改  正  後 改  正  前 

い場合には、その旨及び理由を説明するとともに、不服申立てに係

る教示を行う必要があるので留意する。 

２ 「預り証」は、国税に関する法律の規定に基づき交付する書面で

あることから、「預り証」を交付する際は、帳簿書類等を提出した

者に対し交付送達の手続としての署名を求めることに留意する。 

 

３ 「預り証」と引換えに留め置いた帳簿書類等を返還する際は、帳

簿書類等を返還した事実を記録にとどめるため、「預り証」に返還

を受けた旨の記載及び帳簿書類等を提出した者の署名を求めるこ

とに留意する。 

この場合において、帳簿書類等を提出した者から返還を要しない

旨の申出があった場合には、返還を受けた旨の記載に代えて返還を

要しない旨の記載を求めることに留意する。 

⑹・⑺ （省 略） 

４ 調査終了の際の手続 

⑴・⑵ （省 略） 

⑶ 修正申告等の勧奨 

納税義務者に対し、更正決定等をすべきと認められる非違の内容を説明し

た場合には、原則として修正申告又は期限後申告（以下「修正申告等」とい

う｡）を勧奨することとする。 

なお、修正申告等を勧奨する場合には、当該調査の結果について修正申告

書又は期限後申告書（以下「修正申告書等」という。）を提出した場合には

不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を確

い場合には、その旨及び理由を説明するとともに、不服申立てに係

る教示を行う必要があるので留意する。 

２ 「預り証」は、国税に関する法律の規定に基づき交付する書面で

あることから、「預り証」を交付する際は、帳簿書類等を提出した

者に対し交付送達の手続としての署名・押印を求めることに留意す

る。 

３ 「預り証」と引換えに留め置いた帳簿書類等を返還する際は、

帳簿書類等を返還した事実を記録にとどめるため、「預り証」に

返還を受けた旨の記載及び帳簿書類等を提出した者の署名・押印

を求めることに留意する。 

この場合において、帳簿書類等を提出した者から返還を要しな

い旨の申出があった場合には、返還を受けた旨の記載に代えて返

還を要しない旨の記載を求めることに留意する。 

⑹・⑺ （同 左） 

４ 調査終了の際の手続 

⑴・⑵ （同 左） 

⑶ 修正申告等の勧奨 

納税義務者に対し、更正決定等をすべきと認められる非違の内容を説明し

た場合には、原則として修正申告又は期限後申告（以下「修正申告等」とい

う｡）を勧奨することとする。 

なお、修正申告等を勧奨する場合には、当該調査の結果について修正申告

書又は期限後申告書（以下「修正申告書等」という。）を提出した場合には

不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を確
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新  旧  対  照  表 

 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改  正  後 改  正  前 

実に説明（以下「修正申告等の法的効果の教示」という。）するとともに、

その旨を記載した書面（以下「教示文」という。）を交付する。 

（注）１ 教示文は、国税に関する法律の規定に基づき交付する書面である

ことから、教示文を対面で交付する場合は、納税義務者に対し交付

送達の手続としての署名を求めることに留意する。 

２ 書面を送付することにより調査結果の内容の説明を行う場合に、

書面により修正申告等を勧奨するときは、教示文を同封することに

留意する。 

なお、この場合、交付送達に該当しないことから、教示文の受領

に関して納税義務者に署名を求める必要はないことに留意する。 

 

⑷ 調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明 

上記⑵の調査結果の内容の説明を行った後、当該調査について、納税義務

者から修正申告書等の提出若しくは源泉徴収に係る所得税の納付がなされ

るまでの間又は更正決定等を行うまでの間において、当該調査結果の内容の

説明の前提となった事実が異なることが明らかとなり当該調査結果の内容

の説明の根拠が失われた場合など、当該調査結果の内容の説明に係る内容の

全部又は一部を修正する必要があると認められた場合には、必要に応じ調査

を再開した上で、その結果に基づき、再度、調査結果の内容の説明を行う（手

続通達６－４）。 

なお、調査結果の内容の説明の根拠が失われた場合とは、納税義務者から

新たな証拠の提示等があり、当該調査結果の内容の説明の前提となる事実関

係に相違が生じるような場合をいう。 

実に説明（以下「修正申告等の法的効果の教示」という。）するとともに、

その旨を記載した書面（以下「教示文」という。）を交付する。 

（注）１ 教示文は、国税に関する法律の規定に基づき交付する書面である

ことから、教示文を対面で交付する場合は、納税義務者に対し交付

送達の手続としての署名・押印を求めることに留意する。 

２ 書面を送付することにより調査結果の内容の説明を行う場合に、

書面により修正申告等を勧奨するときは、教示文を同封することに

留意する。 

なお、この場合、交付送達に該当しないことから、教示文の受領

に関して納税義務者に署名・押印を求める必要はないことに留意す

る。 

⑷ 調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明 

上記⑵の調査結果の内容の説明を行った後、当該調査について、納税義務

者から修正申告書等の提出若しくは源泉徴収に係る所得税の納付がなされ

るまでの間又は更正決定等を行うまでの間において、当該調査結果の内容の

説明の前提となった事実が異なることが明らかとなり当該調査結果の内容

の説明の根拠が失われた場合など、当該調査結果の内容の説明に係る内容の

全部又は一部を修正する必要があると認められた場合には、必要に応じ調査

を再開した上で、その結果に基づき、再度、調査結果の内容の説明を行う（手

続通達５－４）。 

なお、調査結果の内容の説明の根拠が失われた場合とは、納税義務者から

新たな証拠の提示等があり、当該調査結果の内容の説明の前提となる事実関

係に相違が生じるような場合をいう。 
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新  旧  対  照  表 

 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改  正  後 改  正  前 

⑸ 税務代理人がある場合の調査結果の内容の説明等 

実地の調査における更正決定等をすべきと認められない旨の書面の通知、

調査結果の内容の説明、修正申告等の勧奨、修正申告等の法的効果の教示及

び教示文の交付（以下「通知等」という。）については、原則として納税義

務者に対して行うのであるが、納税義務者の同意がある場合には、納税義務

者に代えて、税務代理人に対して当該通知等を行うことができる。 

なお、この場合における納税義務者の同意の有無の確認は、 

① 電話又は臨場により納税義務者に直接同意の意思を確認する方法、又

は、 

② 税務代理人から納税義務者の同意を得ている旨の申出があった場合に

は、同意の事実が確認できる書面の提出を求める方法 

のいずれかにより行う。 

（注） 実地の調査以外の調査についても、実地の調査の場合に準じて、納

税義務者に代えて、税務代理人に対して調査結果の内容の説明、修正

申告等の勧奨、修正申告等の法的効果の教示及び教示文の交付を行う

ことができることに留意する。 

ただし、実地の調査以外の調査において、上記①又は②により納税

義務者の同意の意思を確認することが難しい場合には、税務代理人か

ら調査結果の内容の説明を受けることについて委嘱されている旨の

申立てがあることをもって、納税義務者に代えて税務代理人に対して

調査結果の内容の説明等を行うことができることに留意する（手続通

達８－３）。 

⑹ 再調査の判定 

⑸ 税務代理人がある場合の調査結果の内容の説明等 

実地の調査における更正決定等をすべきと認められない旨の書面の通知、

調査結果の内容の説明、修正申告等の勧奨、修正申告等の法的効果の教示及

び教示文の交付（以下「通知等」という。）については、原則として納税義

務者に対して行うのであるが、納税義務者の同意がある場合には、納税義務

者に代えて、税務代理人に対して当該通知等を行うことができる。 

なお、この場合における納税義務者の同意の有無の確認は、 

① 電話又は臨場により納税義務者に直接同意の意思を確認する方法、又

は、 

② 税務代理人から納税義務者の同意を得ている旨の申出があった場合に

は、同意の事実が確認できる書面の提出を求める方法 

のいずれかにより行う。 

（注） 実地の調査以外の調査についても、実地の調査の場合に準じて、納

税義務者に代えて、税務代理人に対して調査結果の内容の説明、修正

申告等の勧奨、修正申告等の法的効果の教示及び教示文の交付を行う

ことができることに留意する。 

ただし、実地の調査以外の調査において、上記①又は②により納税

義務者の同意の意思を確認することが難しい場合には、税務代理人か

ら調査結果の内容の説明を受けることについて委嘱されている旨の

申立てがあることをもって、納税義務者に代えて税務代理人に対して

調査結果の内容の説明等を行うことができることに留意する（手続通

達７－３）。 

⑹ 再調査の判定 
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新  旧  対  照  表 

 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 

改  正  後 改  正  前 

更正決定等をすべきと認められない旨の通知をした後又は調査（実地の調

査に限る。）の結果につき納税義務者から修正申告書等の提出若しくは源泉

徴収に係る所得税の納付があった後若しくは更正決定等をした後に、当該調

査の対象となった税目、課税期間について質問検査等を行う場合には、新た

に得られた情報に照らして非違があると認める場合に該当するか否かにつ

いて、法令及び手続通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法

性を適切に判断する（手続通達６－７、６－８、６－９）。 

⑺ （省 略） 

５ （省 略） 

更正決定等をすべきと認められない旨の通知をした後又は調査（実地の調

査に限る。）の結果につき納税義務者から修正申告書等の提出若しくは源泉

徴収に係る所得税の納付があった後若しくは更正決定等をした後に、当該調

査の対象となった税目、課税期間について質問検査等を行う場合には、新た

に得られた情報に照らして非違があると認める場合に該当するか否かにつ

いて、法令及び手続通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法

性を適切に判断する（手続通達５－７、５－８、５－９）。 

⑺ （同 左） 

 ５ （同 左） 

 


